
議案第２５号 

   三朝町国民健康保険税条例の一部改正について 

 次のとおり三朝町国民健康保険税条例の一部を改正することについて、地方

自治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１項の規定により、本議会の議決

を求める。 

   平成２０年３月１０日 

           三 朝 町 長  吉   田   秀   光 

 

 

 

 

 

 

 

 

三朝町条例第  号 

   三朝町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

第１条 三朝町国民健康保険税条例（昭和４５年三朝町条例第１９号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中条、項、号及び号の細目の表示に下線が引かれた条、

項、号及び号の細目（以下この条において「移動条項等」という。）に対応す

る同表の改正後の欄中条、項、号及び号の細目の表示に下線が引かれた条、項、

号及び号の細目（以下この条において「移動後条項等」という。）が存在する

場合には、当該移動条項等を当該移動後条項等とし、移動条項等に対応する移

動後条項等が存在しない場合には、当該移動条項等（以下この条において「削

除条項等」という。）を削り、移動後条項等に対応する移動条項等が存在しな

い場合には、当該移動後条項等（以下この条において「追加条項等」という。）

を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条、項、号及び号の細目の表示

並びに削除条項等を除く。以下この条において「改正部分」という。）に対応

する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条、項、号及び号の細目の表示

並びに追加条項等を除く。以下この条において「改正後部分」という。）が存

在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する

改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応す

る改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 



改  正  後 改  正  前 

 

（課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民

健康保険税の課税額は、世帯主及び

その世帯に属する国民健康保険の被

保険者につき算定した基礎課税額

（国民健康保険税のうち、国民健康

保険に要する費用（高齢者の医療の

確保に関する法律（昭和 57 年法律第

80 号）の規定による後期高齢者支援

金等（以下この条において「後期高

齢者支援金等」という。）及び介護保

険法（平成９年法律第 123 号）の規

定による給付金の納付に要する費用

を除く。）に充てるための国民健康保

険税の課税額をいう。以下同じ。）及

び後期高齢者支援金等課税額（国民

健康保険税のうち、後期高齢者支援

金等の納付に要する費用に充てるた

めの国民健康保険税の課税額をい

う。以下同じ。）並びに当該世帯主及

び当該世帯に属する国民健康保険の

被保険者のうち同法第９条第２号に

規定する被保険者であるものにつき

算定した介護納付金課税額（国民健

康保険税のうち、同法の規定による

納付金の納付に要する費用に充てる

ための国民健康保険税の課税額をい

う。以下同じ。）の合算額とする。 

２ 前項の基礎課税額は、世帯主（前

条第２項の世帯主を除く。）及びその

世帯に属する国民健康保険の被保険

者につき算定した所得割額及び資産

割額並びに被保険者均等割額及び世

帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合計額が 47 万円を超える場

合においては、基礎課税額は、47 万

円とする。 

３ 第１項の後期高齢者支援金等課税

額は、世帯主（前条第２項の世帯主

を除く。）及びその世帯に属する被保

 

（課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民

健康保険税の課税額は、世帯主及び

その世帯に属する国民健康保険の被

保険者につき算定した基礎課税額

（国民健康保険税のうち、国民健康

保険に要する費用（介護保険法（平

成９年法律第 123 号）の規定による

給付金の納付に要する費用を除く。）

に充てるための国民健康保険税の課

税額をいう。以下同じ。）並びに当該

世帯主及び当該世帯に属する国民健

康保険の被保険者のうち同法第９条

第２号に規定する被保険者であるも

のにつき算定した介護納付金課税額

（国民健康保険税のうち、同法の規

定による納付金の納付に要する費用

に充てるための国民健康保険税の課

税額をいう。以下同じ。）の合算額と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の基礎課税額は、世帯主（前

条第２項の世帯主を除く。）及びその

世帯に属する国民健康保険の被保険

者につき算定した所得割額及び資産

割額並びに被保険者均等割額及び世

帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合計額が 56 万円を超える場

合においては、基礎課税額は、56 万

円とする。 

 

 

 



険者につき算定した所得割額及び資

産割額並びに被保険者均等割額及び

世帯別平等割額の合算額とする。た

だし、当該合算額が 12 万円を超える

場合においては、後期高齢者支援金

等課税額は、12 万円とする。 

４ 略 

 

 

 

 

 

 

３ 略 

 

（国民健康保険の被保険者に係る所得

割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦

課期日の属する年の前年の所得に係

る地方税法（昭和25年法律第226号。

以下「法」という。）第 314 条の２第

１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額の合計額から同条第 2 項の

規定による控除をした後の総所得金

額及び山林所得金額の合計額（以下

「基礎控除後の総所得金額」とい

う。）に 100 分の 8.5 を乗じて算定す

る。 

２ 略 

 

（国民健康保険の被保険者に係る資産

割額） 

第４条 第２条第２項の資産割額は、

当該年度分の固定資産税額のうち、

土地及び家屋に係る部分の額に 100

分の 28.5 を乗じて算定する。 

 

（国民健康保険の被保険者に係る被保

険者均等割額） 

第５条 第２条第２項の被保険者均等

割額は、被保険者１人につき 21,000

円とする。 

 

（国民健康保険の被保険者に係る世帯

別平等割額） 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平

等割額は、次の各号に掲げる区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額

とする。 

 

（国民健康保険の被保険者に係る所得

割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦

課期日の属する年の前年の所得に係

る地方税法（昭和25年法律第226号。

以下「法」という。）第 314 条の２第

１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額の合計額から同条第 2 項の

規定による控除をした後の総所得金

額及び山林所得金額の合計額（第６

条及び第 11 条第１項において「基礎

控除後の総所得金額」という。）に 100

分の 10.5 を乗じて算定する。 

２ 略 

 

（国民健康保険の被保険者に係る資産

割額） 

第４条 第２条第２項の資産割額は、

当該年度分の固定資産税額のうち、

土地及び家屋に係る部分の額に 100

分の 38 を乗じて算定する。 

 

（国民健康保険の被保険者に係る被保

険者均等割額） 

第５条 第２条第２項の被保険者均等

割額は、被保険者１人につき 30,000

円とする。 

 

（国民健康保険の被保険者に係る世帯

別平等割額） 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平

等割額は、１世帯について 25,000 円

とする。 

 



 (1) 特定世帯（特定同一世帯所属者

（国民健康保険法（昭和 33 年法

律第 192 号）第６条第８号の規定

により被保険者の資格を喪失し

た者であって、当該資格を喪失し

た日の前日の属する月以後５年

を経過するまでの間に限り、同日

以後継続して同一の世帯に属す

るものをいう。以下同じ。）と同

一の世帯に属する被保険者が属

する世帯（当該世帯に他の被保険

者がいない場合に限る。）をいう。

次号、第７条の３及び第 23 条に

おいて同じ。）以外の世帯 19,0

00 円 

 (2) 特定世帯 9,500 円 

 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の所得割額） 

第６条 第２条第３項の所得割額は、

賦課期日の属する年の前年の所得に

係る基礎控除後の総所得金額等に

100 分の 2.0 を乗じて算定する。 

 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等の資産割額） 

第７条 第２条第３項の資産割額は、

当該年度分の固定資産税額のうち、

土地及び家屋に係る部分の額に 100

分の 9.5 を乗じて算定する。 

 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額） 

第７条の２ 第２条第３項の被保険者

均等割額は、被保険者１人について

9,000 円とする。 

 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の世帯別平等割

額） 

第７条の３ 第２条第３項の世帯別平

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



等割額は、次の各号に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める額とする。 

 (1) 特定世帯以外の世帯 6,000 円

 (2) 特定世帯 3,000 円 

 

（介護納付金課税被保険者に係る所得

割額） 

第８条 第２条第４項の所得割額は、

介護納付金課税被保険者に係る基礎

控除後の総所得金額等に 100 分の２

を乗じて算定する。 

 

（介護納付金課税被保険者に係る資産

割額） 

第９条 第２条第４項の資産割額は、

介護納付金課税被保険者に係る当該

年度の固定資産税のうち、土地及び

家屋に係る部分の額に 100 分の 9.5

を乗じて算定する。 

 

（介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額） 

第９条の２ 第２条第４項の被保険者

均等割額は、介護納付金課税被保険

者１人について 9,000 円とする。 

 

（介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額） 

第９条の３ 第２条第４項の世帯別平

等割額は、１世帯について 6,000 円

とする。 

 

(賦課期日) 

第 10 条 略 

 

（納期） 

第 11 条 国民健康保険税の納期は、次

のとおりとする。 

第１期 ６月１日から同月30日ま

で 

第２期 ７月１日から同月31日ま

 

 

 

 

 

 

（介護納付金課税被保険者に係る所得

割額） 

第６条 第２条第３項の所得割額は、

介護納付金課税被保険者に係る基礎

控除後の総所得金額等に 100 分の２

を乗じて算定する。 

 

（介護納付金課税被保険者に係る資産

割額） 

第７条 第２条第３項の資産割額は、

介護納付金課税被保険者に係る当該

年度の固定資産税のうち、土地及び

家屋に係る部分の額に 100 分の 9.5

を乗じて算定する。 

 

（介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額） 

第７条の２ 第２条第３項の被保険者

均等割額は、介護納付金課税被保険

者１人について 9,000 円とする。 

 

（介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額） 

第７条の３ 第２条第３項の世帯別平

等割額は、１世帯について 6,000 円

とする。 

 

(賦課期日) 

第８条 略 

 

（納期） 

第９条 国民健康保険税の納期は、次

のとおりとする。 

第１期 ６月１日から同月30日ま

で 

第２期 ９月１日から同月30日ま



で 

第３期 ８月１日から同月31日ま

で 

第４期 ９月１日から同月30日ま

で 

第５期 10 月１日から同月 31 日

まで 

第６期 11 月１日から同月 30 日

まで 

第７期 12 月１日から同月 25 日

まで 

第８期 翌年１月１日から同月 31

日まで 

２ 略 

 

（納税義務の発生、消滅等に伴う賦課）

第12条 国民健康保険税の賦課期日後

に納税義務が発生した者には、その

発生した日の属する月から、月割を

もって算定した第２条第１項の額

（第15条第１項の規定による減額が

行われた場合には、同条同項の国民

健康保険税の額とする。以下この条

において同じ。）を課する。 

２ 前項の賦課期日後に納税義務が消

滅した者には、その消滅した日（国

民健康保険法第６条第１号から第８

号までのいずれかに該当することに

より納税義務が消滅した場合におい

て、その消滅した日が月の初日であ

るときは、その前日）の属する月の

前月まで、月割をもって算定した第

２条第１項の額を課する。 

 

３ 略 

４ 第１項の賦課期日後の１項世帯主

である国民健康保険税の納税義務者

が２項世帯主となった場合には、当

該２項世帯主となった日を同項の賦

課期日とみなして算定した当該納税

義務者に係る第２条第１項の額を当

該２項世帯主となった者を１項世帯

で 

第３期 11 月１日から同月 30 日

まで 

第４期 翌年１月１日から同月 31

日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 略 

 

（納税義務の発生、消滅等に伴う賦課）

第10条 国民健康保険税の賦課期日後

に納税義務が発生した者には、その

発生した日の属する月から、月割を

もって算定した第２条第１項の額

（第13条第１項の規定による減額が

行われた場合には、同条同項の国民

健康保険税の額とする。以下本条に

おいて同じ。）を課する。 

２ 前項の賦課期日後に納税義務が消

滅した者には、その消滅した日（国

民健康保険法（昭和 33 年法律第 192

号）第６条第１号から第５号までの

いずれかに該当することにより納税

義務が消滅した場合において、その

消滅した日が月の初日であるとき

は、その前日）の属する月の前月ま

で、月割をもって算定した第２条第

１項の額を課する。 

３ 略 

４ 第１項の賦課期日後の１項世帯主

である国民健康保険税の納税義務者

が２項世帯主となった場合には、当

該２項世帯主となった日を同項の賦

課期日とみなして算定した当該納税

義務者に係る第２条第１項の額を当

該２項世帯主となった者を１項世帯



主とみなして算定した当該納税義務

者に係る同項の額から控除した残額

を、当該２項世帯主となった日（国

民健康保険法第６条第１号から第８

号までのいずれかに該当することに

より２項世帯主となった場合におい

て、当該２項世帯主となった日が月

の初日であるときは、その前日）の

属する月から、月割をもって当該納

税義務者の国民健康保険税の額から

減額する。 

５ 略 

６ 第１項の賦課期日後に国民健康保

険税の納税義務者の世帯に属する被

保険者でなくなった者がある場合に

は、当該被保険者でなくなった日を

同項の賦課期日とみなして算定した

当該納税義務者に係る第２条第１項

の額を当該被保険者でなくなった者

が当該世帯に属する被保険者に属す

る被保険者とみなして算定した当該

納税義務者に係る同項の額から控除

した残額を、当該被保険者でなくな

った日（国民健康保険法第６条第１

号から第８号までのいずれかに該当

することにより被保険者でなくなっ

た場合において、当該被保険者でな

くなった日が月の初日であるとき

は、その前日）の属する月から、月

割をもって当該納税義務者の国民健

康保険税の額から減額する。 

７及び８ 略 

 

（徴収の特例） 

第 13 条 略 

 

（徴収の特例に係る税額の修正の申出

等） 

第14条 前条第１項の規定によって国

民健康保険税を賦課した場合におい

て、当該年度分の国民健康保険税額

が前年度の国民健康保険税額の２分

主とみなして算定した当該納税義務

者に係る同項の額から控除した残額

を、当該２項世帯主となった日（国

民健康保険法第６条第１号から第５

号までのいずれかに該当することに

より２項世帯主となった場合におい

て、当該２項世帯主となった日が月

の初日であるときは、その前日）の

属する月から、月割をもって当該納

税義務者の国民健康保険税の額から

減額する。 

５ 略 

６ 第１項の賦課期日後に国民健康保

険税の納税義務者の世帯に属する被

保険者でなくなった者がある場合に

は、当該被保険者でなくなった日を

同項の賦課期日とみなして算定した

当該納税義務者に係る第２条第１項

の額を当該被保険者でなくなった者

が当該世帯に属する被保険者に属す

る被保険者とみなして算定した当該

納税義務者に係る同項の額から控除

した残額を、当該被保険者でなくな

った日（国民健康保険法第６条第１

号から第５号までのいずれかに該当

することにより被保険者でなくなっ

た場合において、当該被保険者でな

くなった日が月の初日であるとき

は、その前日）の属する月から、月

割をもって当該納税義務者の国民健

康保険税の額から減額する。 

７及び８ 略 

 

（徴収の特例） 

第 11 条 略 

 

（徴収の特例に係る税額の修正の申出

等） 

第12条 前条第１項の規定によって国

民健康保険税を賦課した場合におい

て、当該年度分の国民健康保険税額

が前年度の国民健康保険税額の２分



の１に相当する額に満たないことと

なると認められるときは、同項の規

定によって国民健康保険税を徴収さ

れることとなる者は、第 17 条の納税

通知書の交付を受けた日から30日以

内に町長に前条第１項の規定によっ

て徴収される国民健康保険税額の修

正を申し出ることができる。 

２ 略 

 

（国民健康保険税の減額） 

第15条 次の各号の１に掲げる国民健

康保険税の納税義務者に対して課す

る国民健康保険税の額は、第２条第

２項本文の基礎課税額からア及びイ

に掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が47万円を超える場

合には、47 万円）、同条第３項本文の

後期高齢者支援金等課税額からウ及

びエに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が12万円を超

える場合には、12 万円）並びに同条

第４項本文の介護納付金課税額から

オ及びカに掲げる額を減額して得た

額（当該減額して得た額が９万円を

超える場合には、９万円）の合算額

とする。 

 (1) 法第703条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、法第 314 条の２第２

項に規定する金額を超えない世

帯に係る納税義務者 

  ア 国民健康保険の被保険者に係

る被保険者均等割額 被保険者

（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。）１人について 14,7

00 円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係

る世帯別平等割額 次に掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額 

(ｱ) 特定世帯以外の世帯 13,

の１に相当する額に満たないことと

なると認められるときは、同項の規

定によって国民健康保険税を徴収さ

れることとなる者は、第 15 条の納税

通知書の交付を受けた日から30日以

内に町長に前条第１項の規定によっ

て徴収される国民健康保険税額の修

正を申し出ることができる。 

２ 略 

 

（国民健康保険税の減額） 

第13条 次の各号の１に掲げる国民健

康保険税の納税義務者に対して課す

る国民健康保険税の額は、第２条第

２項本文の基礎課税額からア及びイ

に掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が56万円を超える場

合には、56 万円）並びに同条第３項

本文の介護納付金課税額からウ及び

エに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が９万円を超える

場合には、９万円）の合算額とする。

 

 

 

 

 

 (1) 法第703条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、法第 314 条の２第２

項に規定する金額を超えない世

帯に係る納税義務者 

  ア 国民健康保険の被保険者に係

る被保険者均等割額 被保険者

（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。）１人について 21,0

00 円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係

る世帯別平等割額 １世帯につ

いて 17,500 円 

 

 



300 円 

   (ｲ) 特定世帯 6,650 円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係

る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 被保険者

（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。）１人について 6,3

00 円 

  エ 国民健康保険の被保険者に係

る後期高齢者支援金等課税額の

世帯別平等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれに定

める額 

(ｱ) 特定世帯以外の世帯 4,2

00 円 

   (ｲ) 特定世帯 2,100 円 

  オ 略 

  カ 略 

 (2) 法第703条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、法第 314 条の２第２項

に規定する金額に被保険者（当該

納税義務者を除く。）及び特定同一

世帯所属者１人につき 245,000 円

を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者（前号に該当する

者を除く。） 

  ア 国民健康保険の被保険者に係

る被保険者均等割額 被保険者

（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。） １人について 10

,500 円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係

る世帯別平等割額 次に掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額 

(ｱ) 特定世帯以外の世帯 9,5

00 円 

   (ｲ) 特定世帯 4,750 円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係

る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 被保険者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ウ 略 

  エ 略 

 (2) 法第703条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、法第 314 条の２第２項

に規定する金額に被保険者（当該

納税義務者を除く。）１人につき

245,000 円を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者（前号

に該当する者を除く。） 

 

  ア 国民健康保険の被保険者に係

る被保険者均等割額 被保険者

（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。） １人について 15

,000 円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係

る世帯別平等割額 １世帯につ

いて 12,500 円 

 

 

 

 

 

 

 



（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。）１人について 4,5

00 円 

  エ 国民健康保険の被保険者に係

る後期高齢者支援金等課税額の

世帯別平等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれに定

める額 

(ｱ) 特定世帯以外の世帯 3,0

00 円 

   (ｲ) 特定世帯 1,500 円 

  オ 略 

  カ 略 

 (3) 法第703条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、法第 314 条の２第２項

に規定する金額に被保険者及び特

定同一世帯所属者１人につき

350,000 円を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者（前２

号に該当する者を除く。） 

  ア 国民健康保険の被保険者に係

る被保険者均等割額 被保険者

（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。） １人について 4,

200 円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係

る世帯別平等割額 次に掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額 

(ｱ) 特定世帯以外の世帯 3,8

00 円 

   (ｲ) 特定世帯 1,900 円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係

る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について 1,800 円

  エ 国民健康保険の被保険者に係

る後期高齢者支援金等課税額の

世帯別平等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれに定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ウ 略 

  エ 略 

 (3) 法第703条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、法第 314 条の２第２項

に規定する金額に被保険者１人に

つき 350,000 円を加算した金額を

超えない世帯に係る納税義務者

（前２号に該当する者を除く。） 

 

  ア 国民健康保険の被保険者に係

る被保険者均等割額 被保険者

（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。） １人について 6,

000 円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係

る世帯別平等割額 １世帯につ

いて 5,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



める額 

(ｱ) 特定世帯以外の世帯 1,2

00 円 

   (ｲ) 特定世帯 600 円 

  オ 略 

  カ 略 

２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(国民健康保険税に関する申告) 

第 16 条 略 

 

(国民健康保険税の納税通知書) 

第 17 条 略 

 

（国民健康保険税の減免） 

第 18 条 町長は、次の各号のいずれか

に該当する者のうち必要があると認

められる者に対し、国民健康保険税

を減免する。 

 

 (1) 災害等により生活が著しく困

難となった者又はこれに準ずる

と認められる者 

 (2) 次のいずれにも該当する者（資

格取得日の属する月以後２年を

経過する月までの間に限る。） 

  ア 被保険者の資格を取得した日

において、65 歳以上である者 

  イ 被保険者の資格を取得した日

の前日において、次のいずれか

に該当する者（当該資格を取得

 

 

 

 

  ウ 略 

  エ 略 

２ 略 

３ 第１項第３号の規定による減額を

受けようとする納税義務者は、４月

30 日（国民健康保険税の賦課期日後

に納税義務が発生した者は、当該納

税義務が発生した日から１５日以内

又は４月30日のいずれか遅く到来す

る時期）までに、当該納税義務者及

びその世帯に属する被保険者の所得

その他町長が必要と認める事項を記

載した申請書を町長に提出しなけれ

ばならない。 

 

(国民健康保険税に関する申告) 

第 14 条 略 

 

(国民健康保険税の納税通知書) 

第 15 条 略 

 

（国民健康保険税の減免） 

第 15 条の２ 町長は、天災その他特別

の事情により生活が著しく困難とな

った者のうち、特に必要があると認

められるものに対し、国民健康保険

税を減免することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



した日において、高齢者の医療

の確保に関する法律の規定によ

る被保険者となった者に限る。）

の被扶養者であった者 

   (ｱ) 健康保険法（大正 11 年法

律第 70 号）の規定による被

保険者。ただし、同法第３条

第２項の規定による日雇特

例被保険者を除く。 

   (ｲ) 船員保健法（昭和 14 年法

律第 73 号）の規定による被

保険者 

   (ｳ) 国家公務員共済組合法（昭

和 33 年法律第 128 号。他の

法律において準用し、又は例

による場合を含む。）又は地

方公務員等共済組合法（昭和

37 年法律第 152 号）に基づく

共済組合の組合員 

   (ｴ) 私立学校教職員共済法（昭

和 28 年法律第 245 号）の規

定による私立学校教職員共

済制度の加入者 

   (ｵ) 健康保険法第126条の規定

により日雇特例被保険者手

帳の交付を受け、その手帳

に健康保険印紙をはり付け

るべき余白がなくなるに至

るまでの間にある者。ただ

し、同法第３条第２項ただ

し書の規定による承認を受

けて同項の規定による日雇

特例被保険者とならない期

間内にある者及び同法第

126 条第３項の規定により

当該日雇特例被保険者手帳

を返納した者を除く。 

 (3) その他特別の事由があると認

められる者 

２及び３ 略 

 

(三朝町行政手続条例の適用除外) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２及び３ 略 

 

(三朝町行政手続条例の適用除外) 



第 19 条 略 

 

(補則) 

第 20 条 略 

 

附 則 

１ 略 

（公的年金等に係る所得に係る国民健

康保険税の課税の特例） 

２ 当分の間、世帯主又はその世帯に

属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が、前年中

に所得税法（昭和 40 年法律第 33 号）

第35条第３項に規定する公的年金等

に係る所得について同条第４項に規

定する公的年金等控除額（年齢 65 歳

以上である者に係るものに限る。）の

控除を受けた場合における第15条第

１項の規定の適用については、同項

中「法第 703 条の５第１項に規定す

る総所得金額」とあるのは「法第 703

条の５第１項に規定する総所得金額

（所得税法第35条第３項に規定する

公的年金等に係る所得については、

同条第２項第１号の規定によって計

算した金額から15万円を控除した金

額によるものとする。）」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16 条 略 

 

(補則) 

第 17 条 略 

 

附 則 

１ 略 

（公的年金等に係る所得に係る国民健

康保険税の課税の特例） 

２ 当分の間、世帯主又はその世帯に

属する国民健康保険の被保険者が、

前年中に所得税法（昭和 40 年法律第

33 号）第 35 条第３項に規定する公的

年金等に係る所得(次項から附則第

６項までにおいて「公的年金等所得」

という。）について同条第４項に規定

する公的年金等控除額（年齢 65 歳以

上である者に係るものに限る。次項

から附則第６項までにおいて「特定

公的年金等控除額」という。）の控除

を受けた場合における第13条第１項

の規定の適用については、同項中「法

第 703 条の５第１項に規定する総所

得金額」とあるのは「法第 703 条の

５第１項に規定する総所得金額（所

得税法第35条第３項に規定する公的

年金等に係る所得については、同条

第２項第１号の規定によって計算し

た金額から15万円を控除した金額に

よるものとする。）」とする。 

（平成18年度分の公的年金等所得に係

る国民健康保険税の減額の特例） 

３ 平成18年度分の国民健康保険税に

限り、世帯主又はその世帯に属する

国民健康保険の被保険者が、平成 17

年中に公的年金等所得について特定

公的年金等控除額の控除を受けた場

合であって、平成 16 年中に公的年金

等所得について所得税法等の一部を

改正する法律（平成 16 年法律第 14

号）第１条の規定による改正前の所

得税法第35条第４項に規定する公的



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年金等控除額（年齢 65 歳以上である

者に係るものに限る。次項から附則

第６項までにおいて「旧法による特

定公的年金等控除額」という。）の控

除を受けたときにおける第13条第１

項の規定の適用については、前項の

規定にかかわらず、同条中「法第 703

条の５第１項に規定する総所得金

額」とあるのは「法第 703 条の５第

１項に規定する総所得金額(所得税

法第35条第３項に規定する公的年金

等に係る所得については、同条第２

項第１号の規定によって計算した金

額から28万円を控除した金額による

ものとする。）」とする。 

（平成19年度分の公的年金等所得に係

る国民健康保険税の減額の特例） 

４ 平成19年度分の国民健康保険税に

限り、世帯主又はその世帯に属する

国民健康保険の被保険者が、平成 18

年中に公的年金等所得について特定

公的年金等控除額の控除を受けた場

合であって、平成 16 年中に公的年金

等所得について旧法による特定公的

年金等控除額の控除を受けたときに

おける第13条第１項の規定の適用に

ついては、第２項の規定にかかわら

ず、同条中「法第 703 条の５第１項

に規定する総所得金額」とあるのは

「法第 703 条の５第１項に規定する

総所得金額(所得税法第 35 条第３項

に規定する公的年金などに係る所得

については、同条第２項第１号の規

定によって計算した金額から22万円

を控除した金額によるものとす

る。）」とする。 

（平成18年度における国民健康保険税

にかかる所得割額の算定の特例） 

５ 平成18年度分の国民健康保険税に

限り、世帯主又はその世帯に属する

国民健康保険税の被保険者が、平成

17 年中に公的年金等所得について特



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

３ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第34条第４項

の譲渡所得を有する場合における第

定公的年金等控除額の控除を受けた

場合であって、平成 16 年中に公的年

金等所得について旧法による特定公

的年金等控除額の控除を受けたとき

における第３条の規定の適用につい

ては、同条第１項中「規定する総所

得金額」とあるのは「規定する総所

得金額（所得税法第 35 条第３項に規

定する公的年金に係る所得について

は、同条第２項第１号の規定によっ

て計算した金額から13万円を控除し

た金額によるものとする。次項にお

いて同じ。）」と、「同条第２項」とあ

るのは「法第 314 条の２第２項」と

する。 

（平成１９年度における国民健康保険

税に係る所得割額の算定の特例） 

６ 平成19年度分の国民健康保険税に

限り、世帯主又はその世帯に属する

国民健康保険税の被保険者が、平成

18 年中に公的年金等所得について特

定公的年金等控除額の控除を受けた

場合であって、平成 16 年中に公的年

金等所得について旧法による特定公

的年金等控除額の控除を受けたとき

における第３条の規定の適用につい

ては、同条第１項中「規定する総所

得金額」とあるのは「規定する総所

得金額（所得税法第 35 条第３項に規

定する公的年金に係る所得について

は、同条第２項第１号の規定によっ

て計算した金額から７万円を控除し

た金額によるものとする。次項にお

いて同じ。）」と、「同条第２項」とあ

るのは「法第 314 条の２第２項」と

する。 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

７ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者が法附則第34条

第４項の譲渡所得を有する場合にお

ける第３条及び第13条第１項の規定



３条、第６条、第８条及び第 15 条第

１項の規定の適用については、第 3

条第１項中「及び山林所得金額の合

計額から同条第２項」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第34条

第４項に規定する長期譲渡所得の金

額（租税特別措置法（昭和 32 年法律

第 26 号）第 33 条の４第１項若しく

は第２項、第 34 条第１項、第 34 条

の２第１項、第 34 条の３第１項、第

35 条第１項又は第 36 条の規定に該

当する場合には、これらの規定の適

用により同法第31条第１項に規定す

る長期譲渡所得の金額から控除する

金額を控除した金額。以下この項に

おいて「控除後の長期譲渡所得の金

額」という。）の合計額から法第 314

条の２第２項」と、「及び山林所得金

額の合計額（」とあるのは「及び山

林所得金額並びに控除後の長期譲渡

所得の金額の合計額（」と、同条第

２項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は法

附則第34条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額」と、第 15 条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第34条

第４項に規定する長期譲渡所得の金

額」とする。 

（短期譲渡所得に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

４ 前項の規定は、世帯主又はその世

帯に属する国民健康保険の被保険者

若しくは特定同一世帯所属者が法附

則第35条第５項の譲渡所得を有する

場合について準用する。この場合に

おいて、前項中「法附則第 34 条第４

項」とあるのは「法附則第 35 条第５

項」と、「長期譲渡所得の金額」とあ

るのは「短期譲渡所得の金額」と、

「第 31 条第１項」とあるのは「第 32

条第１項」と読み替えるものとする。

の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額の合計額から同

条第２項」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第34条第４項に

規定する長期譲渡所得の金額（租税

特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）

第 33 条の４第１項若しくは第２項、

第 34 条第１項、第 34 条の２第１項、

第 34 条の３第１項、第 35 条第１項

又は第36条の規定に該当する場合に

は、これらの規定の適用により同法

第31条第１項に規定する長期譲渡所

得の金額から控除する金額を控除し

た金額。以下この項において「控除

後の長期譲渡所得の金額」という。）

の合計額から法第314条の２第２項」

と、「及び山林所得金額の合計額（」

とあるのは「及び山林所得金額並び

に控除後の長期譲渡所得の金額の合

計額（」と、第２項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第34条第４項に

規定する長期譲渡所得の金額」と、

第13条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第34条第４項に規定する長

期譲渡所得の金額」とする。 

 

 

（短期譲渡所得に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

８ 前項の規定は、世帯主又はその世

帯に属する国民健康保険の被保険者

が法附則第35条第５項の譲渡所得を

有する場合について準用する。この

場合において、前項中「法附則第 34

条第４項」とあるのは「法附則第 35

条第５項」と、「長期譲渡所得の金

額」とあるのは「短期譲渡所得の金

額」と、「第 31 条第１項」とあるの

は「第 32 条第１項」と読み替えるも

のとする。 



（株式等に係る譲渡所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

５ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条の２第

６項の株式等に係る譲渡所得等を有

する場合における第３条、第６条、

第８条及び第15条第１項の規定の適

用については、第３条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第35条の

２第６項に規定する株式等に係る譲

渡所得の金額」と、「同条第２項」と

あるのは「法第 314 条の２第２項」

と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は法附則第35条の２第６項に

規定する株式等に係る譲渡所得等の

金額」と、第 15 条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第35条の２第

６項に規定する株式等に係る譲渡所

得の金額」とする。 

（上場様式等に係る譲渡損失の繰越控

除に係る国民健康保険税の課税の特

例） 

６ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条の２の

６第７項の規定の適用を受ける場合

における前項の規定の適用について

は、同項中「様式等に係る譲渡所得

等の金額」とあるのは、「様式等に係

る譲渡所得の金額（法附則第 35 条の

２の６第７項の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額）」とする。

（特定中小会社が発行した株式に係る

譲渡損失の繰越控除等に係る国民健康

保険税の課税の特例） 

７ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条の３第

（株式等に係る譲渡所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者が法附則第35条

の２第６項の株式等に係る譲渡所得

等を有する場合における第３条及び

第13条第１項の規定の適用について

は、第３条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第35条の２第６項に

規定する株式等に係る譲渡所得の金

額」と、「同条第２項」とあるのは「法

第 314 条の２第２項」と、同条第２

項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は法附

則第35条の２第６項に規定する株式

等に係る譲渡所得等の金額」と、第

13 条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第35条の２第６項に規定す

る株式等に係る譲渡所得の金額」と

する。 

 

（上場様式等に係る譲渡損失の繰越控

除に係る国民健康保険税の課税の特

例） 

10 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者が法附則第35条

の２の６第７項の規定の適用を受け

る場合における前項の規定の適用に

ついては、同項中「様式等に係る譲

渡所得等の金額」とあるのは、「様式

等に係る譲渡所得の金額（法附則第

35 条の２の６第７項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額）」

とする。 

（特定中小会社が発行した株式に係る

譲渡損失の繰越控除等に係る国民健康

保険税の課税の特例） 

11 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者が法附則第35条

の３第13項の規定の適用を受ける場



13 項の規定の適用を受ける場合にお

ける第５項の規定の適用について

は、同項中「様式等に係る譲渡所得

等の金額」とあるのは「様式等に係

る譲渡所得等の金額（法附則第 35 条

の３第13項の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）」とする。

（先物取引に係る雑所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条の４第

４項の事業所得又は雑所得を有する

場合における第３条、第６条、第８

条及び第15条第１項の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第35条の４第

４項に規定する先物取引に係る雑所

得等の金額」と、「同条第２項」とあ

るのは「法第 314 条の２第２項」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額

又は法附則第35条の４第４項に規定

する先物取引に係る雑所得等の金

額」と、第 15 条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第35条の４第４

項に規定する先物取引に係る雑所得

等の金額」とする。 

（先物取引の差金等決済に係る損失の

繰越控除に係る国民健康保険税の課税

の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条の４の

２第７項の規定の適用を受ける場合

における前項の適用については、同

項中「先物取引に係る雑所得の金額」

とあるのは「先物取引に係る雑所得

の金額（法附則第 35 条の４の２第７

項の規定の適用がある場合には、そ

合における第11項の規定の適用につ

いては、同項中「様式等に係る譲渡

所得等の金額」とあるのは「様式等

に係る譲渡所得等の金額（法附則第

35 条の３第 13 項の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額）」と

する。 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

12 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者が法附則第35条

の４第４項の事業所得又は雑所得を

有する場合における第３条及び第 13

条第１項の規定の適用については、

第３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第35条の４第４項に規定す

る先物取引に係る雑所得等の金額」

と、「同条第２項」とあるのは「法第

314 条の２第２項」と、同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第 35

条の４第４項に規定する先物取引に

係る雑所得等の金額」と、第 13 条第

１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附

則第35条の４第４項に規定する先物

取引に係る雑所得等の金額」とする。

 

 

（先物取引の差金等決済に係る損失の

繰越控除に係る国民健康保険税の課税

の特例） 

13 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者が法附則第35条

の４の２第７項の規定の適用を受け

る場合における前項の適用について

は、同項中「先物取引に係る雑所得

の金額」とあるのは「先物取引に係

る雑所得の金額（法附則第 35 条の４

の２第７項の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）」とする。



の適用後の金額）」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係

る国民健康保険税の課税の特例） 

10 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第33条の３第

５項の事業所得又は雑所得を有する

場合における第３条、第６条、第８

条及び第15条第１項の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第33条の３第

５項に規定する土地等に係る事業所

得等の金額」と、「同条第２項」とあ

るのは「法第 314 条の２第２項」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額

又は法附則第33条の３第５項に規定

する土地等に係る事業所得等の金

額」と、第 15 条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第33条の３第５

項に規定する土地等に係る事業所得

等の金額」とする。 

（条約適用利子等に係る国民健康保険

税の課税の特例) 

11 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が租税条約の実施に伴

う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律(昭和 44 年法

律第 46 号。以下「租税条約実施特例

法」という。)第３条の２の２第 10

項に規定する条約適用利子等に係る

利子所得、配当所得、譲渡所得、一

時所得及び雑所得を有する場合にお

ける第３条、第６条、第８条及び第

15 条第１項第１項の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「及び山林

所得金額の合計額から同条第２項」

とあるのは「及び山林所得金額並び

に租税条約の実施に伴う所得税法、

 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係

る国民健康保険税の課税の特例） 

14 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者が法附則第33条

の３第５項の事業所得又は雑所得を

有する場合における第３条及び第 13

条第１項の規定の適用については、

第３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第33条の３第５項に規定す

る土地等に係る事業所得等の金額」

と、「同条第２項」とあるのは「法第

314 条の２第２項」と、同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第 33

条の３第５項に規定する土地等に係

る事業所得等の金額」と、第 13 条第

１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附

則第33条の３第５項に規定する土地

等に係る事業所得等の金額」とする。

 

 

（条約適用利子等に係る国民健康保険

税の課税の特例） 

15 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者が租税条約の実

施に伴う所得税法、法人税法及び地

方税法の特例等に関する法律(昭和

44 年法律第 46 号。以下「租税条約実

施特例法」という。)第３条の２の２

第10項に規定する条約適用利子等に

係る利子所得、配当所得、譲渡所得、

一時所得及び雑所得を有する場合に

おける第３条及び第13条第１項の規

定の適用については、第３条第１項

中「及び山林所得金額の合計額から

同条第２項」とあるのは「及び山林

所得金額並びに租税条約の実施に伴

う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律(昭和 44 年法



法人税法及び地方税法の特例等に関

する法律(昭和 44 年法律第 46 号。以

下「租税条約実施特例法」という。)

第３条の２の２第10項に規定する条

約適用利子等の額の合計額から法第

314 条の２第２項」と、「及び山林所

得金額の合計額（」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約実施

特例法第３条の２の２第10項に規定

する条約適用利子等の額の合計額（」

と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は租税条約実施特例法第 3 条

の２の２第10項に規定する条約適用

利子等の額」と、第 15 条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに租税条約実施特

例法第３条の２の２第10項に規定す

る条約適用利子等の額」とする。 

（条約適用配当等に係る国民健康保険

税の課税の特例） 

12 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が租税条約実施特例法

第３条の２の２第12項に規定する条

約適用配当等に係る配当所得を有す

る場合における第３条、第６条、第

８条及び第15条第１項の規定の適用

については、第 3 条第１項中「及び

山林所得金額の合計額から同条第２

項」とあるのは「及び山林所得金額

並びに租税条約の実施に伴う所得税

法、法人税法及び地方税法の特例等

に関する法律(昭和 44 年法律第 46

号。以下「租税条約実施特例法」と

いう。)第３条の２の２第 12 項に規

定する条約適用配当等の額の合計額

から法第 314 条の２第２項」と、「及

び山林所得金額の合計額（」とある

のは「及び山林所得金額並びに租税

条約実施特例法第３条の２の２第 12

項に規定する条約適用配当等の額の

律第 46 号。以下「租税条約実施特例

法」という。)第３条の２の２第 10

項に規定する条約適用利子等の額の

合計額から法第 314 条の２第２項」

と、「及び山林所得金額の合計額（」

とあるのは「及び山林所得金額並び

に租税条約実施特例法第３条の２の

２第10項に規定する条約適用利子等

の額の合計額（」と、同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は租税条約実

施特例法第３条の２の２第10項に規

定する条約適用利子等の額」と、第

13 条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並び

に租税条約実施特例法第３条の２の

２第10項に規定する条約適用利子等

の額」とする。 

 

（条約適用配当等に係る国民健康保険

税の課税の特例） 

16 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者が租税条約実施

特例法第３条の２の２第12項に規定

する条約適用配当等に係る配当所得

を有する場合における第３条及び第

13 条第１項の規定の適用について

は、第３条第１項中「及び山林所得

金額の合計額から同条第２項」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに租

税条約の実施に伴う所得税法、法人

税法及び地方税法の特例等に関する

法律(昭和44年法律第46号。以下「租

税条約実施特例法」という。)第３条

の２の２第12項に規定する条約適用

配当等の額の合計額から法第 314 条

の２第２項」と、「及び山林所得金額

の合計額（」とあるのは「及び山林

所得金額並びに租税条約実施特例法

第３条の２の２第12項に規定する条

約適用配当等の額の合計額（」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」



合計額（」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は租税条約実施特

例法第３条の２の２第12項に規定す

る条約適用配当等の額」と、第 15 条

第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに租

税条約実施特例法第３条の２の２第

12 項に規定する条約適用配当等の

額」とする。 

 

とあるのは「若しくは山林所得金額

又は租税条約実施特例法第３条の２

の２第12項に規定する条約適用配当

等の額」と、第 13 条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに租税条約実施特例

法第３条の２の２第12項に規定する

条約適用配当等の額」とする。 

 

 

第２条 三朝町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号（以

下この条において「移動条項等」という。）に対応する同表の改正後の欄中条、

項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号（以下この条において「移動後

条項等」という。）が存在する場合には、当該移動条項等を当該移動後条項等

とし、移動後条項等に対応する移動条項等が存在しない場合には、当該移動後

条項等（以下この条において「追加条項等」という。）を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条、項及び号の表示を除く。以

下この条において「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線

が引かれた部分（条、項及び号の表示並びに追加条項等を除く。以下この条に

おいて「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改

正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該

改正後部分を加える。 

 

改  正  後 改  正  前 

 

 (賦課期日) 

第 10 条 略 

 

（徴収の方法） 

第 11 条 国民健康保険税は、第 14 条、

第 18 条及び第 19 条の規定によって

特別徴収の方法による場合を除くほ

か、普通徴収の方法によって徴収す

る。 

 

（納期） 

 

 (賦課期日) 

第 10 条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

（納期） 



第12条 普通徴収によって徴収する国

民健康保険税の納期は、次のとおり

とする。 

第１期 ６月１日から同月30日ま

で 

第２期 ７月１日から同月31日ま

で 

第３期 ８月１日から同月31日ま

で 

第４期 ９月１日から同月30日ま

で 

第５期 10 月１日から同月 31 日

まで 

第６期 11 月１日から同月 30 日

まで 

第７期 12 月１日から同月 25 日

まで 

第８期 翌年１月１日から同月 31

日まで 

２ 略 

 

（納税義務の発生、消滅等に伴う賦課）

第13条 国民健康保険税の賦課期日後

に納税義務が発生した者には、その

発生した日の属する月から、月割を

もって算定した第２条第１項の額

（第23条第１項の規定による減額が

行われた場合には、同条同項の国民

健康保険税の額とする。以下この条

において同じ。）を課する。 

２～８ 略 

 

（特別徴収） 

第 14 条 当該年度の初日において、国

民健康保険税の納税義務者が老齢等

年金給付（地方税法施行令（昭和 25

年政令第 245 号。以下「令」という。）

第 56 条の 89 の２第１項及び第２項

に規定する老齢等年金給付をいう。

以下同じ。）の支払を受けている年齢

65 歳以上の国民健康保険の被保険者

である世帯主（災害その他の特別の

第 11 条 国民健康保険税の納期は、次

のとおりとする。 

 

第１期 ６月１日から同月30日ま

で 

第２期 ７月１日から同月31日ま

で 

第３期 ８月１日から同月31日ま

で 

第４期 ９月１日から同月30日ま

で 

第５期 10 月１日から同月 31 日

まで 

第６期 11 月１日から同月 30 日

まで 

第７期 12 月１日から同月 25 日

まで 

第８期 翌年１月１日から同月 31

日まで 

２ 略 

 

（納税義務の発生、消滅等に伴う賦課）

第12条 国民健康保険税の賦課期日後

に納税義務が発生した者には、その

発生した日の属する月から、月割を

もって算定した第２条第１項の額

（第15条第１項の規定による減額が

行われた場合には、同条同項の国民

健康保険税の額とする。以下この条

において同じ。）を課する。 

２～８ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事情があることにより、特別徴収の

方法によって国民健康保険税を徴収

することが著しく困難であると認め

るものその他同条に規定するものを

除く。以下「特別徴収対象被保険者」

という。）である場合においては、当

該世帯主に対して課する国民健康保

険税を特別徴収の方法によって徴収

する。 

２ 当該年度の初日の属する年の４月

２日から８月１日までの間に、国民

健康保険税の納税義務者が特別徴収

対象被保険者となった場合において

は、当該特別徴収対象被保険者に対

して課する国民健康保険税を、特別

徴収の方法によって徴収することが

できる。 

 

（特別徴収義務者の指定等） 

第15条 前条の規定による特別徴収に

係る国民健康保険税の特別徴収義務

者は、当該特別徴収対象被保険者に

係る老齢等年金給付の支払をする者

（以下「年金保険者」という。）とす

る。 

 

（特別徴収税額の納入の義務等） 

第 16 条 前条の年金保険者は、支払回

数割保険税額を徴収した日の属する

月の翌月の 10 日までに、その徴収し

た支払回数割保険税額を納入しなけ

ればならない。 

 

（被保険者資格喪失等の場合の通知

等） 

第 17 条 年金保険者が町から法第 718

条の５第１項の規定による通知を受

けた場合においては、当該通知を受

けた日以降、支払回数割保険税額を

徴収して納入する義務を負わない。

この場合において、年金保険者は、

直ちに当該通知にかかる特別徴収対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



象被保険者に係る国民健康保険税徴

収の実績その他必要な事項を当該通

知をした町に通知しなければならな

い。 

 

（既に特別徴収対象被保険者であった

者に係る仮徴収） 

第18条 当該年度の初日の属する年の

前年の10月１日からその翌年の３月

31 日までの間における特別徴収対象

年金給付の支払の際、支払回数割保

険税額を徴収されていた特別徴収対

象被保険者について、当該支払回数

割保険税額の徴収に係る特別徴収対

象年金給付が当該年度の初日からそ

の日の属する年の９月30日までの間

において支払われる場合において

は、その支払に係る国民健康保険税

額として、地方税法施行規則（昭和

29 年総理府令第 23 号）第 24 条の 37

第１項に規定する額を、特別徴収の

方法によって徴収する。 

２ 前項に規定する特別徴収対象被保

険者について、当該年度の初日の属

する年の６月１日から９月30日まで

の間において、支払回数割保険税額

に相当する額を徴収することが適当

でない特別な事情がある場合におい

ては、同項の規定にかかわらず、そ

れぞれの支払に係る国民健康保険税

額として、所得の状況その他の事情

を勘案して町長が定める額を、特別

徴収の方法によって徴収することが

できる。 

 

（新たに特別徴収対象被保険者となっ

た者に係る仮徴収） 

第 19 条 次の各号に掲げる者につい

て、それぞれ当該各号に定める期間

において特別徴収対象年金給付が支

払われる場合においては、その支払

に係る国民健康保険税額として、法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 718 条の８第２項に規定する支払

回数割保険税額の見込額（当該額に

よることが適当でないと認められる

特別な事情がある場合においては、

所得の状況その他の事情を勘案して

町長が定める額とする。）を、特別徴

収の方法によって徴収するものとす

る。 

(1) 第 14 条第２項に規定する特別

徴収対象被保険者の国民健康保

険税について同項の規定による

特別徴収の方法によって徴収が

行われなかった場合の当該特別

徴収対象被保険者又は当該年度

の初日の属する年の前年の８月

２日から 10 月１日までの間に特

別徴収対象被保険者となった者 

当該年度の初日から９月 30 日

までの間 

(2) 当該年度の初日の属する年の

前年の10月２日から12月１日ま

での間に特別徴収対象被保険者

となった者 当該年度の初日の

属する年の６月１日から９月 30

日までの間 

(3) 当該年度の初日の属する年の

前年の 12 月２日からその翌年の

２月１日までの間に特別徴収対

象被保険者となった者 当該年

度の初日の属する年の８月１日

から９月 30 日までの間 

 

（普通徴収税額への繰入） 

第20条 特別徴収対象被保険者が特別

徴収対象年金給付の支払を受けなく

なったこと等により国民健康保険税

を特別徴収の方法によって徴収され

ないこととなった場合においては、

特別徴収の方法によって徴収されな

いこととなった額に相当する国民健

康保険税額を、その特別徴収の方法

によって徴収されないこととなった

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日以後において到来する第12条第１

項の納期がある場合においてはそれ

ぞれの納期において、その日以後に

到来する同項の納期がない場合にお

いては直ちに、普通徴収の方法によ

って徴収するものとする。 

２ 特別徴収対象被保険者について、

既に年金保険者から納入された特別

徴収対象保険税額が当該特別徴収対

象被保険者から徴収すべき特別徴収

対象保険税額を超える場合（徴収す

べき特別徴収対象保険税額がない場

合を含む。）において当該特別徴収対

象被保険者の未納に係る徴収金があ

るときは、当該過納又は誤納に係る

税額は、法第 17 条の２の規定によっ

て当該特別徴収対象被保険者の未納

に係る徴収金に充当する。 

 

（徴収の特例） 

第21条 国民健康保険税の所得割額の

算定の基礎に用いる基礎控除後の総

所得金額等が確定しないため当該年

度分の国民健康保険税額を確定する

ことができない場合においては、そ

の確定する日までの間において到来

する納期において普通徴収の方法に

よって徴収すべき国民健康保険税に

限り、国民健康保険税の納税義務者

について、その者の前年度の国民健

康保険税額を当該年度の納期の数で

除して得た額（町長が必要と認める

場合においては、当該前年度の国民

健康保険税額を当該年度の納期の数

で除して得た額の範囲内において町

長が定める額とする。）を、それぞれ

の納期に係る国民健康保険税として

徴収する。 

２ 略 

 

（徴収の特例に係る税額の修正の申出

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（徴収の特例） 

第13条 国民健康保険税の所得割額の

算定の基礎に用いる基礎控除後の総

所得金額等が確定しないため当該年

度分の国民健康保険税額を確定する

ことができない場合においては、そ

の確定する日までの間において到来

する納期において徴収すべき国民健

康保険税に限り、国民健康保険税の

納税義務者について、その者の前年

度の国民健康保険税額を当該年度の

納期の数で除して得た額（町長が必

要と認める場合においては、当該前

年度の国民健康保険税額を当該年度

の納期の数で除して得た額の範囲内

において町長が定める額とする。）

を、それぞれの納期に係る国民健康

保険税として徴収する。 

 

２ 略 

 

（徴収の特例に係る税額の修正の申出

等） 



第22条 前条第１項の規定によって国

民健康保険税を賦課した場合におい

て、当該年度分の国民健康保険税額

が前年度の国民健康保険税額の２分

の１に相当する額に満たないことと

なると認められるときは、同項の規

定によって国民健康保険税を徴収さ

れることとなる者は、第 25 条の納税

通知書の交付を受けた日から30日以

内に町長に前条第１項の規定によっ

て徴収される国民健康保険税額の修

正を申し出ることができる。 

２ 略 

 

（国民健康保険税の減額） 

第 23 条 略 

 

(国民健康保険税に関する申告) 

第 24 条 略 

 

(国民健康保険税の納税通知書) 

第 25 条 略 

 

（国民健康保険税の減免） 

第 26 条 略 

 

(三朝町行政手続条例の適用除外) 

第 27 条 略 

 

(補則) 

第 28 条 略 

 

附 則 

１ 略 

（公的年金等に係る所得に係る国民健

康保険税の課税の特例） 

２ 当分の間、世帯主又はその世帯に

属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が、前年中

に所得税法（昭和 40 年法律第 33 号）

第35条第３項に規定する公的年金等

に係る所得について同条第４項に規

第14条 前条第１項の規定によって国

民健康保険税を賦課した場合におい

て、当該年度分の国民健康保険税額

が前年度の国民健康保険税額の２分

の１に相当する額に満たないことと

なると認められるときは、同項の規

定によって国民健康保険税を徴収さ

れることとなる者は、第 17 条の納税

通知書の交付を受けた日から30日以

内に町長に前条第１項の規定によっ

て徴収される国民健康保険税額の修

正を申し出ることができる。 

２ 略 

 

（国民健康保険税の減額） 

第 15 条 略 

 

(国民健康保険税に関する申告) 

第 16 条 略 

 

(国民健康保険税の納税通知書) 

第 17 条 略 

 

（国民健康保険税の減免） 

第 18 条 略 

 

(三朝町行政手続条例の適用除外) 

第 19 条 略 

 

(補則) 

第 20 条 略 

 

附 則 

１ 略 

（公的年金等に係る所得に係る国民健

康保険税の課税の特例） 

２ 当分の間、世帯主又はその世帯に

属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が、前年中

に所得税法（昭和 40 年法律第 33 号）

第35条第３項に規定する公的年金等

に係る所得について同条第４項に規



定する公的年金等控除額（年齢 65 歳

以上である者に係るものに限る。）の

控除を受けた場合における第23条第

１項の規定の適用については、同項

中「法第 703 条の５第１項に規定す

る総所得金額」とあるのは「法第 703

条の５第１項に規定する総所得金額

（所得税法第35条第３項に規定する

公的年金等に係る所得については、

同条第２項第１号の規定によって計

算した金額から15万円を控除した金

額によるものとする。）」とする。 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

３ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第34条第４項

の譲渡所得を有する場合における第

３条、第６条、第８条及び第 23 条第

１項の規定の適用については、第 3

条第１項中「及び山林所得金額の合

計額から同条第２項」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第34条

第４項に規定する長期譲渡所得の金

額（租税特別措置法（昭和 32 年法律

第 26 号）第 33 条の４第１項若しく

は第２項、第 34 条第１項、第 34 条

の２第１項、第 34 条の３第１項、第

35 条第１項又は第 36 条の規定に該

当する場合には、これらの規定の適

用により同法第31条第１項に規定す

る長期譲渡所得の金額から控除する

金額を控除した金額。以下この項に

おいて「控除後の長期譲渡所得の金

額」という。）の合計額から法第 314

条の２第２項」と、「及び山林所得金

額の合計額（」とあるのは「及び山

林所得金額並びに控除後の長期譲渡

所得の金額の合計額（」と、同条第

２項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は法

附則第34条第４項に規定する長期譲

定する公的年金等控除額（年齢 65 歳

以上である者に係るものに限る。）の

控除を受けた場合における第15条第

１項の規定の適用については、同項

中「法第 703 条の５第１項に規定す

る総所得金額」とあるのは「法第 703

条の５第１項に規定する総所得金額

（所得税法第35条第３項に規定する

公的年金等に係る所得については、

同条第２項第１号の規定によって計

算した金額から15万円を控除した金

額によるものとする。）」とする。 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

３ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第34条第４項

の譲渡所得を有する場合における第

３条、第６条、第８条及び第 15 条第

１項の規定の適用については、第 3

条第１項中「及び山林所得金額の合

計額から同条第２項」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第34条

第４項に規定する長期譲渡所得の金

額（租税特別措置法（昭和 32 年法律

第 26 号）第 33 条の４第１項若しく

は第２項、第 34 条第１項、第 34 条

の２第１項、第 34 条の３第１項、第

35 条第１項又は第 36 条の規定に該

当する場合には、これらの規定の適

用により同法第31条第１項に規定す

る長期譲渡所得の金額から控除する

金額を控除した金額。以下この項に

おいて「控除後の長期譲渡所得の金

額」という。）の合計額から法第 314

条の２第２項」と、「及び山林所得金

額の合計額（」とあるのは「及び山

林所得金額並びに控除後の長期譲渡

所得の金額の合計額（」と、同条第

２項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は法

附則第34条第４項に規定する長期譲



渡所得の金額」と、第 23 条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第34条

第４項に規定する長期譲渡所得の金

額」とする。 

４ 略 

（株式等に係る譲渡所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

５ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条の２第

６項の株式等に係る譲渡所得等を有

する場合における第３条、第６条、

第８条及び第23条第１項の規定の適

用については、第３条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第35条の

２第６項に規定する株式等に係る譲

渡所得の金額」と、「同条第２項」と

あるのは「法第 314 条の２第２項」

と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は法附則第35条の２第６項に

規定する株式等に係る譲渡所得等の

金額」と、第 23 条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第35条の２第

６項に規定する株式等に係る譲渡所

得の金額」とする。 

６及び７ 略 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条の４第

４項の事業所得又は雑所得を有する

場合における第３条、第６条、第８

条及び第23条第１項の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第35条の４第

４項に規定する先物取引に係る雑所

渡所得の金額」と、第 15 条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第34条

第４項に規定する長期譲渡所得の金

額」とする。 

４ 略 

（株式等に係る譲渡所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

５ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条の２第

６項の株式等に係る譲渡所得等を有

する場合における第３条、第６条、

第８条及び第15条第１項の規定の適

用については、第３条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第35条の

２第６項に規定する株式等に係る譲

渡所得の金額」と、「同条第２項」と

あるのは「法第 314 条の２第２項」

と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は法附則第35条の２第６項に

規定する株式等に係る譲渡所得等の

金額」と、第 15 条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第35条の２第

６項に規定する株式等に係る譲渡所

得の金額」とする。 

６及び７ 略 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条の４第

４項の事業所得又は雑所得を有する

場合における第３条、第６条、第８

条及び第15条第１項の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第35条の４第

４項に規定する先物取引に係る雑所



得等の金額」と、「同条第２項」とあ

るのは「法第 314 条の２第２項」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額

又は法附則第35条の４第４項に規定

する先物取引に係る雑所得等の金

額」と、第 23 条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第35条の４第４

項に規定する先物取引に係る雑所得

等の金額」とする。 

９ 略 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係

る国民健康保険税の課税の特例） 

10 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第33条の３第

５項の事業所得又は雑所得を有する

場合における第３条、第６条、第８

条及び第23条第１項の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第33条の３第

５項に規定する土地等に係る事業所

得等の金額」と、「同条第２項」とあ

るのは「法第 314 条の２第２項」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額

又は法附則第33条の３第５項に規定

する土地等に係る事業所得等の金

額」と、第 23 条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第33条の３第５

項に規定する土地等に係る事業所得

等の金額」とする。 

（条約適用利子等に係る国民健康保険

税の課税の特例) 

11 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が租税条約の実施に伴

う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律(昭和 44 年法

得等の金額」と、「同条第２項」とあ

るのは「法第 314 条の２第２項」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額

又は法附則第35条の４第４項に規定

する先物取引に係る雑所得等の金

額」と、第 15 条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第35条の４第４

項に規定する先物取引に係る雑所得

等の金額」とする。 

９ 略 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係

る国民健康保険税の課税の特例） 

10 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第33条の３第

５項の事業所得又は雑所得を有する

場合における第３条、第６条、第８

条及び第15条第１項の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第33条の３第

５項に規定する土地等に係る事業所

得等の金額」と、「同条第２項」とあ

るのは「法第 314 条の２第２項」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額

又は法附則第33条の３第５項に規定

する土地等に係る事業所得等の金

額」と、第 15 条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第33条の３第５

項に規定する土地等に係る事業所得

等の金額」とする。 

（条約適用利子等に係る国民健康保険

税の課税の特例） 

11 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が租税条約の実施に伴

う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律(昭和 44 年法



律第 46 号。以下「租税条約実施特例

法」という。)第３条の２の２第 10

項に規定する条約適用利子等に係る

利子所得、配当所得、譲渡所得、一

時所得及び雑所得を有する場合にお

ける第３条、第６条、第８条及び第

23 条第１項第１項の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「及び山林

所得金額の合計額から同条第２項」

とあるのは「及び山林所得金額並び

に租税条約の実施に伴う所得税法、

法人税法及び地方税法の特例等に関

する法律(昭和 44 年法律第 46 号。以

下「租税条約実施特例法」という。)

第３条の２の２第10項に規定する条

約適用利子等の額の合計額から法第

314 条の２第２項」と、「及び山林所

得金額の合計額（」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約実施

特例法第３条の２の２第10項に規定

する条約適用利子等の額の合計額（」

と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は租税条約実施特例法第 3 条

の２の２第10項に規定する条約適用

利子等の額」と、第 23 条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに租税条約実施特

例法第３条の２の２第10項に規定す

る条約適用利子等の額」とする。 

（条約適用配当等に係る国民健康保険

税の課税の特例） 

12 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が租税条約実施特例法

第３条の２の２第12項に規定する条

約適用配当等に係る配当所得を有す

る場合における第３条、第６条、第

８条及び第23条第１項の規定の適用

については、第 3 条第１項中「及び

山林所得金額の合計額から同条第２

項」とあるのは「及び山林所得金額

律第 46 号。以下「租税条約実施特例

法」という。)第３条の２の２第 10

項に規定する条約適用利子等に係る

利子所得、配当所得、譲渡所得、一

時所得及び雑所得を有する場合にお

ける第３条、第６条、第８条及び第

15 条第１項第１項の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「及び山林

所得金額の合計額から同条第２項」

とあるのは「及び山林所得金額並び

に租税条約の実施に伴う所得税法、

法人税法及び地方税法の特例等に関

する法律(昭和 44 年法律第 46 号。以

下「租税条約実施特例法」という。)

第３条の２の２第10項に規定する条

約適用利子等の額の合計額から法第

314 条の２第２項」と、「及び山林所

得金額の合計額（」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約実施

特例法第３条の２の２第10項に規定

する条約適用利子等の額の合計額（」

と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は租税条約実施特例法第 3 条

の２の２第10項に規定する条約適用

利子等の額」と、第 15 条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに租税条約実施特

例法第３条の２の２第10項に規定す

る条約適用利子等の額」とする。 

（条約適用配当等に係る国民健康保険

税の課税の特例） 

12 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が租税条約実施特例法

第３条の２の２第12項に規定する条

約適用配当等に係る配当所得を有す

る場合における第３条、第６条、第

８条及び第15条第１項の規定の適用

については、第 3 条第１項中「及び

山林所得金額の合計額から同条第２

項」とあるのは「及び山林所得金額



並びに租税条約の実施に伴う所得税

法、法人税法及び地方税法の特例等

に関する法律(昭和 44 年法律第 46

号。以下「租税条約実施特例法」と

いう。)第３条の２の２第 12 項に規

定する条約適用配当等の額の合計額

から法第 314 条の２第２項」と、「及

び山林所得金額の合計額（」とある

のは「及び山林所得金額並びに租税

条約実施特例法第３条の２の２第 12

項に規定する条約適用配当等の額の

合計額（」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は租税条約実施特

例法第３条の２の２第12項に規定す

る条約適用配当等の額」と、第 23 条

第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに租

税条約実施特例法第３条の２の２第

12 項に規定する条約適用配当等の

額」とする。 

 

並びに租税条約の実施に伴う所得税

法、法人税法及び地方税法の特例等

に関する法律(昭和 44 年法律第 46

号。以下「租税条約実施特例法」と

いう。)第３条の２の２第 12 項に規

定する条約適用配当等の額の合計額

から法第 314 条の２第２項」と、「及

び山林所得金額の合計額（」とある

のは「及び山林所得金額並びに租税

条約実施特例法第３条の２の２第 12

項に規定する条約適用配当等の額の

合計額（」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は租税条約実施特

例法第３条の２の２第12項に規定す

る条約適用配当等の額」と、第 15 条

第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに租

税条約実施特例法第３条の２の２第

12 項に規定する条約適用配当等の

額」とする。 

 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例中第 1条の規定は平成 20 年 4 月 1 日から、第 2条の規定は同年 10

月 1 日から施行する。ただし、附則第２項の規定は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の三朝町国民健康保険税条例の規定は、平成 20 年度

以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成 19 年度分までの国民健

康保険税については、なお従前の例による。 


